
児童が学校にいるときに地震が発生した際の対応マニュアル 

「フローチャート」（朝霞市立朝霞第四小学校） 

 緊急地震速報 

 

 

 

 

 

  

 

    

《校舎外への避難指示》 

 

 

 

 

     

 

 

 

       ◆２次避難場所：青葉台公園 

 

 

 

  

１ 児童の安全確保 

  【 第一次避難 】 

○的確な指示 

・頭部保護 ・机の下に避難 

・負傷者の確認と処置 

・二次災害の防止等 

○校舎安全点検 

２ 屋外へ避難 

【 第二次避難 】 

３ 学校地震対策本部設置 

 （校長・教頭・安全主任他） 

 

・安全経路の確認 ・児童への指示 

・人数点呼 ・負傷者の搬送 

・「おかしもち」の徹底 

 ・情報収集及び関係機関との連絡（教頭） 

・通学路の安全確認・巡視 

・保護者等への連絡（学年主任） 

・引き渡しの決定（校長） 

・負傷者対応（養護教諭他） 

・放課後児童クラブとの連携強化（教頭） 

・校舎内安全確認（各担当教諭） 

  ※安全確認後、校舎内へ戻るかを決定 「震度５弱」以上 

○引き渡し開始（校庭または校舎内） 

○情報発信 

 ①緊急連絡網 ②携帯メール配信  

 ③防災無線  ④スマイルＦＭ（76.7MHz） 

 ⑤学校ホームページ（整備終了後配信） 

４ 引き渡しを実施 

・引き渡しカードによる確認 

 を行う。 

５ 児童保護の継続 

・引き渡し関係者が来校する

まで学校で保護する。 

・引き渡し関係者へ連絡努力 

・児童の心のケア 

・飲料水、食事、衣料用品等の確保 

地震発生 

・震度５強以上の地震 

・校舎の被害状況に応じて 



令和６年２月８日 

 

 保護者 様  

（家庭数配付）   

朝霞市教育委員会教育長 二見 隆久 

朝霞市立朝霞第四小学校長 原口 憲充 

 

 

学校における働き方改革に係る御協力について（依頼） 

 

平素より、本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、埼玉県教育委員会では、全ての教職員が仕事と生活のバランスを図り、意欲と能

力を十分に発揮し、健康的に働くことで、充実した教育活動が展開できるように、働きや

すい職場づくりを推進しております。 

こうした中、仕事と生活のバランスの実現をより一層目指し、これまで以上に元気な姿

で子供たちに向き合い、効果的・効率的な教育活動が行えるよう、埼玉県教育委員会の依

頼を受け、本校では、下記の取組を行います。 

保護者の皆様におかれましては、趣旨をご理解の上、ご協力くださいますよう、お願い

いたします。 

 

記 

 

１ 取組内容 

  ２月９日（金）～２月１５日（木）の期間において、教職員の定時退勤を推進しま

す。勤務終了時刻の１７時００分以降は、自動応答電話での対応となります。 

２ その他 

 ⑴ １７時００分（勤務終了時刻）以降、緊急の対応等が必要な場合は、朝霞市教育委 

員会（048-463-1111）まで、ご連絡をお願いします。 

※ 上の連絡先につきましては代表番号となります。ご連絡をいただいた内容に応じ

て、該当の部署等へ転送した上での対応となります。 

 ⑵ 何かお気付きの点がありましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

お問合せ先 教頭 市川  電話 ０４８－４６１－０３６３ 


